
�金沢市告示第272号
地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第167条の５第１項及び第167条の11第２項の規定により､ 金沢市が発注

する建設工事の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札 (以下 ｢競争入札｣ という｡) に参加する者に必要な資格

を定めたので､ その基本となるべき事項及び資格審査の時期､ 申請の方法等について､ 同令第167条の５第２項 (同

令第167条の11第３項において準用する場合を含む｡) 並びに金沢市契約規則 (平成15年規則第１号) 第２条第１項及

び第17条第１項の規定により､ 次のとおり告示し､ 平成23年４月１日以後に締結する契約に係る競争入札に参加しよ

うとする者について適用します｡

なお､ 平成20年告示第261号 (建設工事に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格等につい

て) は､ 平成23年３月31日をもって廃止します｡

平成22年12月28日

金沢市長 山 野 之 義

第１ 競争入札に参加する者に必要な資格

競争入札に参加することができる者は､ 第２に規定する要件に該当する者で､ 市長の行う審査により競争入札に

参加するために必要な資格 (以下 ｢入札参加資格｣ という｡) を有すると決定されたものとします｡

第２ 入札参加資格の審査に係る申請ができる者等

１ 入札参加資格の審査に係る申請ができる者は､ 次の�から�までのいずれにも該当する者とします｡� 建設業法 (昭和24年法律第100号) 第３条第１項の規定による許可を受け､ かつ､ 同法第27条の23の規定に

よる経営に関する事項の審査を受けている者� 地方自治法施行令第167条の４第１項に規定する者でない者又は同条第２項各号のいずれかに該当し､ その

事実があった後２年を経過した者� 第４に規定する資格審査申請書の提出日 (以下 ｢提出日｣ という｡) までに納期限の到来した市税及び提出

日の１箇月前までに納期限の到来した国税 (所得税又は法人税及び消費税等をいう｡ 以下同じ｡) を完納して

いる者

２ 入札参加資格の審査に係る申請ができる建設工事共同企業体 (２以上の建設業者が継続的な協業関係を確保す

ることにより､ その経営力及び施工力を強化する目的で結成される共同企業体をいう｡ 以下同じ｡) は､ その構

成員のすべてが第１の規定による入札参加資格の決定を受けた者又は第４の規定による資格審査申請書を提出し

た者であるものとします｡

第３ 入札参加資格の審査事項

１ 入札参加資格の審査は､ 次の�又は�に掲げる者の区分に応じ､ 当該�又は�に定める事項について行うもの
とします｡� 本市内に主たる営業所を有する者 客観的事項及び主観的事項� 本市外に主たる営業所を有する者 客観的事項

２ 客観的事項は､ 建設業法第27条の23の規定による経営に関する事項の審査項目及び審査基準によるものとしま
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す｡

３ 主観的事項は､ 次に掲げる審査項目によるものとし､ その審査基準は､ 別に定めます｡� 工事成績評点� 指名停止状況� 優良建設工事の表彰実績� ＩＳＯ及びエコアクション21の取得状況� 本市との防災協定の締結状況及びかなざわ災害時等協力事業所の登録状況� 本市との除排雪委託契約の契約状況� 次世代育成支援対策推進法 (平成15年法律第120号) 第12条に規定する一般事業主行動計画の届出状況､ 同

法第13条に規定する基準に適合する一般事業主である旨の認定状況及び本市の ｢子育てにやさしい企業認証｣

の取得状況� 障害者の雇用の促進等に関する法律 (昭和35年法律第123号) 第２条第１号に規定する障害者の雇用状況及

び金沢市正社員転換促進奨励金の交付状況� 金沢市消防団協力事業所の認定状況

第４ 入札参加資格の審査の申請

１ 入札参加資格の審査を受けようとする者は､ 西暦奇数年の２月１日から同月28日までに資格審査申請書を市長

に提出してください｡

２ 建設工事共同企業体については､ その都度市長が定める期間内に資格審査申請書を市長に提出してください｡

３ やむを得ない理由により１に定める期間内に資格審査申請書を提出することができなかったと市長が認める者

については､ １の規定にかかわらず､ 随時資格審査申請書を提出することができます｡

４ 入札参加資格の審査に係る審査基準日は､ 次の�又は�に掲げる区分に応じ､ 当該�又は�に定めるところに
よります｡ ただし､ ２に該当する場合及び市長がやむを得ない理由があると認める場合は､ その都度市長が定め

る日とします｡� 客観的事項 西暦偶数年 (資格審査申請書を提出する日の属する年の直前の西暦偶数年に限る｡) の10月１

日の直前の営業年度の終了の日� 主観的事項 西暦偶数年 (資格審査申請書を提出する日の属する年の直前の西暦偶数年に限る｡) の12月31

日

５ 資格審査申請書には､ 次の区分により書類を添付してください｡
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書類

番号
添 付 書 類

本市内に主

たる営業所

を有する者

本市外に主

たる営業所

を有する者

１ 総合評定値通知書 ○ ○

２ 主観的事項に関する調査票 ○ ―

３ 許可証明書又は許可通知書 ○ ○

４ 工事経歴書 直前２年の各営業年度分 ○ ○

石川県内に所在する官公庁の元請分 ― ○

５ 技術職員名簿等 総括表 ○ ○

技術職員名簿 ○ ○

技術職員名簿 (石川県内にある営業所人員) ― ○

６ 委任状 ○ ○

７ 市税滞納有無調査承諾書 ○ ○

８ 国税に係る納税証明書 ○ ○

９ 使用印鑑届 ○ ○

10 主たる営業所に関する誓約書 ○ ―

11 営業所一覧表 ― ○

12 金沢市入札参加申請登録票 ○ ○



備考

１ ○印を付した項目に該当する書類について､ 提出を要するものとします｡ ただし､ 書類番号６に掲げる書類

については､ 競争入札､ 契約､ 請求等の権限を代理人に委任する場合に限り､ 提出を要するものとします｡

２ 書類の様式は､ それぞれ発行する官公署等において定められた様式によるものとします｡

第５ 入札参加資格の決定の通知及び有効期間

１ 市長は､ 入札参加資格を有する者の決定をしたときは､ 入札参加資格者名簿にその氏名等を登載するとともに､

その旨を資格決定通知書により申請をした者に通知します｡

２ 入札参加資格の有効期間は､ ２会計年度とします｡ ただし､ 第４の２又は３の規定に該当する者については､

市長が別に定める期間とします｡

第６ 入札参加資格の取消し

入札参加資格を有する者が次の�から�までのいずれかに該当するに至った場合は､ 当該資格を取り消します｡� 第２の１の�又は２の規定に該当しないこととなったとき｡� 地方自治法施行令第167条の４第１項又は第２項の規定に該当したとき｡� 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき｡

第７ 経過措置

１ 廃止前の平成20年告示第261号の規定に基づき決定を受けた入札参加資格については､ その有効期間が満了す

るまでの間は､ なお効力を有することとします｡

２ １に定めるもののほか､ この告示の施行に伴い必要な経過措置は､ 市長が別に定めることとします｡
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